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(57)【要約】
　　【課題】
　本発明では転向または屈曲可能なシャフトを持ち、し
かも機器の製造が簡易で、機器内腔の利用可能範囲がで
きる限り制限されない内視鏡機器の提供を課題としてい
る。
　　【解決手段】
　本発明は、少なくとも１つの区分域では屈曲可能であ
るシャフト、および該シャフトの遠位末端を形成する内
視鏡ヘッドを有し、該内視鏡ヘッドの中に機器自体の遠
位側インタフェースが配置されている内視鏡機器を対象
とするが、但し該内視鏡ヘッドが屈曲可能で、電気活性
ポリマーにより一体として形成されていて、しかも該内
視鏡ヘッドには、電圧をかけることのできる電極が配置
されている内視鏡機器に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの区分域では屈曲可能であるシャフト（４）、および該シャフト（４）
の遠位末端を形成する内視鏡ヘッド（８）を有し、該内視鏡ヘッドの中に機器自体の遠位
側インタフェースが配置されている内視鏡機器であって、
　前記内視鏡ヘッド（８）が屈曲可能で、電気活性ポリマーにより一体として形成され、
かつ、前記内視鏡ヘッド（８）のポリマーには、電圧をかけることのできる電極（４６、
４８）が配置された内視鏡機器。
【請求項２】
　前記電極（４６、４８）が、前記ポリマー内にモールドされた請求項１に記載の内視鏡
機器。
【請求項３】
　前記電極（４６、４８）が、少なくとも１つの制御電極（４６）と少なくとも１つの参
照電極（４８）からなる少なくとも１つの電極群を有する請求項１または２に記載の内視
鏡機器。
【請求項４】
　前記内視鏡ヘッド（８）が、前記機器の縦軸Ｘを基準として様々な角度ポジションに配
置されている複数の電極群（５２）を有する請求項３に記載の内視鏡機器。
【請求項５】
　前記内視鏡ヘッド（８）が、前記機器の縦軸Ｘを基準として様々な軸方向ポジションに
配置されている複数の電極群（５２）を有する請求項３または４に記載の内視鏡機器。
【請求項６】
　前記機器の縦軸を基準としてそのＸ軸方向に、好ましくは互いに独立して電圧をかける
ことができる、互いに距離を置いて配置された複数の制御電極（４６）を有している少な
くとも１つの電極群（５２）が配備された請求項３から５のいずれか１項に記載の内視鏡
機器。
【請求項７】
　前記電極群（５２）が、Ｘ軸方向で交互に配置されている多数の制御電極（４６）と多
数の参照電極（４８）とを有する請求項６に記載の内視鏡機器。
【請求項８】
　前記多数の制御電極（４６）と前記多数の参照電極（４８）がそれぞれ櫛構造体として
形成されており、両櫛構造体がそれぞれの歯で互いに噛合う請求項７に記載の内視鏡機器
。
【請求項９】
　参照電極（４８’）がネジ状に形成されていて、制御電極（４６’）が前記参照電極（
４８’）の個々のネジ山間に配置された請求項６に記載の内視鏡機器。
【請求項１０】
　多数の電極群（５２）が、共通の、特にネジ形態をした参照電極（４８）を有する請求
項３から９のいずれか１項に記載の内視鏡機器。
【請求項１１】
　前記シャフト（４）が、前記内視鏡ヘッド（８）の近位末端に、中に電極の配置された
電気活性ポリマーからなる少なくとももう１つの屈曲性区分域を有する請求項１から１０
のいずれか１項に記載の内視鏡機器。
【請求項１２】
　前記電極（４６、４８）が、前記シャフト（４）の近位末端にまで伸びている制御線（
５０）と接続した請求項１から１１のいずれか１項に記載の内視鏡機器。
【請求項１３】
　前記内視鏡ヘッド（８）が遠位末端に配置された少なくとも１つの力センサ（５８）を
有する請求項１から１２のいずれか１項に記載の内視鏡機器。
【請求項１４】
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　前記力センサ（５８）が前記電気活性ポリマー内に埋め込まれた請求項１３に記載の内
視鏡機器。
【請求項１５】
　前記電極（４６、４８）と接続していて前記シャフト（４）の変形を制御する電気制御
装置（３２）を有する請求項１から１４のいずれか１項に記載の内視鏡機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の序文に記載された特徴を持つ内視鏡機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡機器は剛性シャフト付きのもののほか、例えばコントロールケーブルを通じて操
縦できる可撓性シャフト付きの機器も知られている。これらの機器ではシャフトの転向ま
たは屈曲のためのメカニズムが必要で、それにはシャフトにある程度の断面積が要求され
るので、シャフト内の利用可能な内腔は制限される。しかも、この種のシャフトでは操縦
の自由度も極めて制限された範囲でしか実現できない。
【０００３】
　その他、シャフトの操縦のためシャフト内に電動作動子を持つ内視鏡も知られている。
そのような機器は、例えば欧州特許出願公開第１８８４１８５号明細書から公知である。
しかし、それらの機器は内部に多数の部品と電気接続を必要とするので、組立が比較的複
雑である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この現状技術に鑑み、本発明では転向または屈曲可能なシャフトを持ち、しかも機器の
製造が簡易で、機器内腔の利用可能範囲ができる限り制限されない内視鏡機器の提供を課
題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は、請求項１に記載の特徴を持つ内視鏡機器によって解決される。好ましい実
施形態は、従属請求項、詳細な説明および添付の図面から見て取れる。
　医療用および工業用の目的に使用できる本発明に基づく内視鏡機器は、屈曲または撓曲
可能なシャフトを有している。すなわち、シャフトは伸びた状態で折り曲げたり撓めたり
することができる。
【０００６】
　シャフトの遠位末端では内視鏡ヘッドがシャフトの一部として形成されており、その中
に機器の遠位側インタフェースが配置されている。遠位側インタフェースは管、例えば器
具用または水洗管用の接続管の開口末端および、照明装置および光学系の少なくとも一方
の窓である。このインタフェースは、そのほか、カメラおよび類似機器の窓または対物レ
ンズ開口部を含むこともできる。すなわち、遠位側インタフェースは機器シャフト内に配
置されたすべての管、器具、観察装置および／または照明装置の開口末端または末端領域
である。
【０００７】
　本発明によれば、内視鏡ヘッドは屈曲可能なシャフトの一部を形成している。すなわち
、内視鏡ヘッドによって形成されるシャフトの遠位末端領域は、シャフトの縦軸に対して
折り曲げたり、または転向させたりすることができる。しかも好ましいことに、機器の縦
軸を中心として全放射方向に可動性を有している。すなわち、内視鏡ヘッドはシャフトの
縦軸を中心に０～３６０°のどの角度にも曲げることができる。本発明では、内視鏡ヘッ
ドは電気活性ポリマーにより一体形成されている。すなわち、内視鏡ヘッドの周囲壁も、
また特に遠位側正面壁もこのポリマーにより一体形成されている。その場合、電気活性ポ
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リマーは内視鏡ヘッドの領域でシャフトの支持構造を形成している。この構造は内視鏡ヘ
ッドに必要な機械的強度を与えている。内視鏡の化学的仕上加工として、ポリマーの外面
に追加保護層を付与することも考えられる。これは、例えば接着または凝集をベースとし
た外層として形成することができる。但し、ポリマーの外面には追加外層を付与しないほ
うが好ましい。以上のように、内視鏡ヘッドは電気活性ポリマーの使用により一体として
モールドできるので、内視鏡ヘッドの製造および組立は明らかに簡易化される。内視鏡ヘ
ッドの組立は個別部品から行う必要がなくなる。その上、作動子保護のための追加外層を
設ける必要もない。
【０００８】
　電気活性ポリマーは同時に、機器の縦軸を基準にした内視鏡ヘッドの操縦を司る作動子
を形成する。その目的のために、ポリマー製内視鏡ヘッドの中には電極が配置され、該電
極には電圧をかけられるようになっている。電圧がかかるとポリマー作動子のサイズに変
化が現われ、それは内視鏡ヘッドの変形または操縦に利用される。操縦は、周囲に分配配
置された全電極に同時に電圧をかけるのではなく、選択された電極または電極群にだけ電
圧をかけることで達成されるのである。このようにして、シャフトの縦軸方向でのポリマ
ーの長さ変化が、望みどおりの放射方向へ機器を操縦移動させる特定の周囲区分域でのみ
達成される。
【０００９】
　電気活性ポリマーによる一体形成により、機器の遠位側インタフェースとシャフト操縦
のための単一または複数の作動子とを１つの構成部に合一化させた内視鏡ヘッドの統合的
形成が可能となる。この構成部は、例えばモールドにより一体形成することができるので
、手間のかかる組立過程を必要としない。その上、内視鏡ヘッドの領域ではポリマー自体
がシャフトの外壁、つまり周囲壁を形成することにより、所要壁厚を削減させ、そうする
ことで内視鏡ヘッドまたはシャフト内部で利用できる腔空間を拡大させることができる。
すなわち、作動子を機械的支持機能を持つ内視鏡ヘッドの壁の中へ統合することによって
、作動子収容のための所要構成空間を縮小させることができる。理想的にも、追加構成空
間は必要でない。
【００１０】
　電極はポリマー内へ鋳込むのが好ましい。電極は、内視鏡ヘッドの操縦時にその動きに
加わることができるように形成されている。ポリマーへの電極の鋳込みによれば、電極を
ポリマーで組み立てる必要がなくなるので、製造を簡易化することができる。それだけで
はなく、統合化される内視鏡ヘッドの形成過程に合一化させた１作業過程で、電極をこの
内視鏡ヘッドの任意のポジションに配置させることができる。
【００１１】
　電極は、少なくとも１つの制御電極と少なくとも１つの参照電極からなる少なくとも１
つの電極群を有しているのが好ましい。参照電極と制御電極との間では、ポリマーのサイ
ズ変更のために電圧がかけられる。参照電極と制御電極は、電気活性ポリマー内に、好ま
しくは軸方向、すなわち機器の縦軸方向に互いに間隔を置いて配置されるので、ポリマー
に電圧をかけることにより、この方向では、好ましいことに、長さ変化を最大とすること
ができる。
【００１２】
　内視鏡ヘッドは、機器の縦軸を基準として様々な角度ポジションに配置された複数の電
極群を有しているのが好ましい。電極のこのような配置によって、縦軸を基準として内視
鏡を様々な放射方向へ操縦することが可能になる。構造最小化の観点から、縦軸の周囲全
体を均等に分割した３つの電極群を構成するのが目的に適っている。その場合、どの電極
群に電圧をかけるかによって、様々な角度方向への操縦が可能となる。周囲全体に分割配
置される電極群の数を増やすことにより、操縦可能な角度、または放射方向のより木目細
かな区分が可能になる。理想例では、必要に応じ複数の電極群をも対象として同時に電圧
をかけることで、機器の縦軸を基準として任意の放射方向での操縦が達成できる。そのよ
うにして、任意の方向において機器の最大限の可動性が実現可能になる。



(5) JP 2010-69298 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

【００１３】
　また別の好ましい実施形態の１つによれば、内視鏡ヘッドは、機器の縦軸を基準として
軸方向様々なポジションに配置された複数の電極群を持つことができる。その場合好まし
いことに、電極群は、それぞれ互いに独立して電圧がかけられるように形成されているの
で、シャフトの操縦、つまり屈曲移動は軸方向様々なポジションで実現することができる
。それにより、内視鏡ヘッドの操縦では様々な屈曲角度が、また内視鏡ヘッドの軸方向全
長に亘り様々な操縦方向が実現可能なので、内視鏡ヘッドは様々な方向に非常に大きな可
動性を持つことができる。極端な例では、内視鏡ヘッドは３次元の蛇行移動によって誘導
または操縦することも可能である。
【００１４】
　個別の電極群はそれぞれ多数の個別電極で構成することができ、必要な場合にはそれら
に同時に電圧をかけることができる。それぞれ２つずつの電極で構成される個別作動子は
電極群に集積させることができるので、その電極群は作動子群を形成している。個別電極
は互いに極僅かな間隔で配置されているので、２電極間の距離の変化は非常に小さなもの
である。このような作動子の１方向での集積およびそれに対応した多数電極の相前後した
配置により、ポリマーにおいて比較的大きな形態変化またはサイズ変化が実現できる。
【００１５】
　機器の縦軸方向に互いに距離を置いて配置された、好ましくは、互いに独立して電圧の
かけられる複数の制御電極を有する、少なくとも１つの電極群が配備されているのが好ま
しい。個々の電極にそれぞれ独立して電圧をかけることにより、機器の可動性を高めるこ
とができる。すなわち、個別角度領域およびまた軸方向における変形が極めてフレキシブ
ルに設定できるので、大きなシャフト可動性が達成される。しかし前述したとおり、より
大きな形態変化を得るために、複数の制御電極を同時に電圧下に置いて、例えば、電気的
に相互に結合した電極群として堅固に合一化することもできる。
【００１６】
　電極群は、軸方向で交互に配置されている、それぞれ多数の制御電極と参照電極とを有
しているのが好ましい。すなわち、参照電極の後には常に制御電極が続き、それらに電圧
をかけることによってポリマーに大きさおよび形態の変化が現われる。その場合ポリマー
は電極間で、好ましくは、誘電体を形成する。ポリマーの中に埋め込まれ、ポリマーと共
に作動子群を形成するこの種の電極群は、好ましいことに、シャフト周囲全体に分布させ
て配置されているので、どの電極群に電圧をかけるかにより、縦軸を基準として様々な方
向にシャフトを操縦することができる。
【００１７】
　その場合、制御電極および参照電極の少なくとも一方は、それぞれ個別に電圧をかけら
れるように形成することができる。しかしまた、それらをグループに取りまとめて、相互
に電気的に結合させることもできる。そのためには、多数の制御電極と多数の参照電極と
をそれぞれ櫛構造に形成して、両櫛構造体がそれぞれの歯で互いに噛合うようにするのが
好ましい。つまり、２つの制御電極の間には必ず参照電極を１つ組み入れる。その場合、
各櫛構造体の個別電極は一方の側、すなわち一方の末端で互いに通電結合しているのが好
ましい。この側は櫛の閉鎖側を形成している。次に、これらの電極の間の自由空間に、そ
れぞれもう一方の電極を相対する側から挿入して噛合わせる。
【００１８】
　また別の実施形態の１つによれば、参照電極は螺旋状またはネジ状に形成することがで
き、制御電極は参照電極の個々のネジ山間に配置させることができる。なお、参照電極も
同様にネジ状または螺旋状に形成することができる。別法として、参照電極のネジ山間に
セグメント状の個別制御電極を配置して、制御電極に対し個別に、または個別群毎に電圧
がかけられるようにそれを形成することも可能である。このように、電圧をかけることで
個別に作動またはアクティブ化させることができる複数の電極群または作動子群を、１つ
の共同通し参照電極に対応させて形成することも極めて容易に行える。内視鏡ヘッドの様
々な方向への大きな可動性を実現させるためには、そのようにして、比較的場所を取らな
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いように、個別に、または群毎に電圧をかけることのできる多数の電極を内視鏡ヘッドの
壁内に格納させることができる。
【００１９】
　そのように、多数の電極群が、特にネジ形態の共通の参照電極を持つこともできる。そ
うすることで、ポリマー内に配置しなければならない所要の電気結合が簡易化される。そ
れは、多数の参照電極を互いに電気結合させる必要はなく、それに代りネジ状の通し型参
照電極を複数の電極群に対して使用することができるからである。そのようなネジ状導体
構造物は比較的容易に製作することも、電気活性ポリマー内へ埋め込むこともできる。
【００２０】
　電極または作動子に関する前記の配置形態は、既述の内視鏡ヘッドに限定されるもので
はない。むしろ、シャフト内の内視鏡ヘッド近位側にも、中に電極の配置された電気活性
ポリマーからなるまた別の屈曲可能、つまり操縦可能な区分域を形成することもできる。
シャフトはその全長に亘ってそのような屈曲性のある区分域を有しているのが好ましく、
そのようにすれば、曲がりくねった、あるいは蛇行した体腔内でも移動できる非常に可動
性に富んだシャフトが得られる。この屈曲性のある区分域に関しても、電気活性ポリマー
がシャフトの担体壁または担体構造を形成しているのが好ましく、つまり、電気活性ポリ
マーが実質上シャフトの全壁厚に及んでいるのが好ましい。必要な場合には、内視鏡ヘッ
ドに関連して触れた上記の方法でコーティングを施すことができる。このような屈曲性の
ある近位側シャフト区分域の場合も、電極の配置およびその機能については内視鏡ヘッド
に関連して述べた前記実施形態に準ずる。
【００２１】
　電極は、シャフトの近位末端にまで伸びる制御線と接続しているのが目的に適っている
。制御線は、個別作動子を制御する制御装置とそこで接続できるようになっている。制御
線は、好ましくは、合成物質から、特に好ましくは、同様に電気活性ポリマーからなるシ
ャフトの壁材の中に埋め込まれている金属製導体として形成されているのが好ましい。し
かし、これはシャフト壁の内面または外面に配備または設置することもできる。屈曲性ま
たは可動性のあるシャフト区分域では、この制御線も同様に屈曲性であるのが好ましい。
区分域が剛性であれば、これも同様に剛性に形成することができる。合成物質内への埋め
込みは、それによって同時に電気絶縁が保証されるという長所を持つ。さらに、導電体ま
たは制御線は、合成物質をシャフトの型に流し込んだ際、同時にその中へ埋め込むことが
できるので組立が簡易化する。
【００２２】
　また別の好ましい実施形態の１つによると、内視鏡ヘッドは遠位末端に配置された少な
くとも１つの力センサを有している。その場合、力センサはシャフトの縦軸方向に作用す
る少なくとも１つの力成分を検出することができるように配位されているのが好ましい。
多数の力センサが遠位末端に、特に遠位末端の正面に配置されているのが好ましい。その
場合、力センサは最外周近くの周囲全体に分布させて配置するのが好ましい。力センサは
、その主要作用方向が、例えば、機器の縦軸に対して、または機器の押し込み方向に対し
て４５°の角度に傾斜するように配位させるのが特に好ましい。そのように、力センサは
、シャフトに対して周囲方向に作用する力成分とシャフトの縦軸方向に作用する力成分を
検出することができる。力センサは、押し込み過程での組織の損傷を防止するため、内視
鏡遠位末端の組織への衝突を迅速に検出するのに用いられる。つまり、力センサは、以下
に述べるように、内視鏡ヘッドの転向または屈曲を制御する制御装置との共同作用下で作
動することができる。
【００２３】
　多数の力センサを遠位側先端部の周囲全体に分布配置させることにより、内視鏡がどの
周辺角で衝突しているのかを正確に把握できるので、内視鏡を反対方向に舵切りしてさら
に押し進めることができる。
【００２４】
　単一または複数の力センサは、例えば容量センサとして形成することができる。力セン
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サは、電気活性ポリマー内に直接埋め込むか流し込むのが目的に適っている。理想例では
、それには電極が必要なだけである。電極間の容量変更は、センサ電極間でのポリマーの
弾性堆積によって行う。
【００２５】
　制御装置を配備するが、それは、検出された力から逐一変換された信号を力センサから
受信するように、単一または複数の力センサと接続させておくのが好ましい。接続は、好
ましくは電気的に行う。すなわち、力センサによって電気信号を生成し、それを制御装置
へ伝送させる。制御装置は検出された力信号を評価する。
【００２６】
　制御装置は、その上、シャフト操縦のための作動子を制御するように構成されている。
すなわち、制御装置は、シャフトを特定の方法で操縦するように作動子に指令を出す。な
お、制御装置は、力センサによって検出された力を考慮した上で作動子を制御するように
形成されている。それにより、内視鏡の操縦を、正面に作用する力に依存しながら自動的
に、または一部自動的に制御することができる。したがって、内視鏡ヘッドの遠位正面に
作用する力が力センサによって検出された場合では、作用力の方向へさらに押し進めるこ
とを防止するために、制御装置は作動子の制御を通じてシャフトまたは内視鏡ヘッドを転
向させることができる。このようにして、機器の押し込みによる器官の損傷を防止するこ
とができる。それは、制御装置によって障害物の自動回避が可能になるからである。障害
物が内視鏡の押し込みを妨害すれば力センサに作用が加わるようになっている。その場合
、シャフトの然るべき操縦によってこの障害物を回避することができる。同時に、制御装
置が操縦者に対し当該障害物を信号化して知らせることも可能である。これは、例えば視
覚、音響または触覚によっても行うことができる。
【００２７】
　シャフトの遠位末端には正面の縁領域に複数の力センサを配置するのが好ましく、それ
も、遠位末端に作用する力が方向別に測定できるように配置するのが好ましい。遠位縁領
域、すなわち遠位末端外周面での配置は、遠位末端の縁領域でしか触れられない障害物で
さえ力センサを通じて検出できるという利点を有している。遠位末端の周囲全体に亘って
複数の力センサが分配配置されている場合では、その上、障害物が機器のどの外周面領域
で妨害しているかを把握することもできる。制御装置はそれに対応した反応ができ、障害
物を避けるため、シャフトが反対方向に向くように作動子を制御することができる。その
ように、複数の力センサを通じて、どの方向から力が来ているのか、すなわち、押し込み
を妨害する障害物はどの方向にあるのかが測定できる。力センサは、伸長した機器シャフ
トの縦軸を基準として軸方向の力だけでなく、放射方向の末端に作用する力成分をも検出
するように、遠位末端の縁領域に配置されているのが特に好ましい。そのように、力セン
サは正面および縦軸に対して角度を付けて、例えば４５°に配置することができるので、
その主要作用方向は縦軸および正面からは傾斜している。このようにすれば、正面の縁領
域で機器の押し込みを妨害している障害物をより的確に検出することができる。
【００２８】
　さらに、制御装置は、シャフト操縦の調整が行える操作素子と接続しているのが好まし
い。そうすれば半手動での移動制御が可能になる。機器使用者は、操作素子を通じて内視
鏡ヘッドの押し込み方向および延いては内視鏡ヘッドに必要な操縦動作を予備選択するこ
とができる。これは、例えば内視鏡光学系によって生成された画像に基づいて行うことが
できる。その場合、制御装置は、機器のシャフト、すなわち、特にその遠位末端または内
視鏡ヘッドが作動子により然るべき態様で転向または屈曲するように、作動子を制御する
。しかしまた、制御装置は同時に力センサとも接続していて、力センサが抵抗体を検出す
れば自動転向を指示することもできる。その場合制御装置は、自動操縦が手動選択操縦よ
り優位に置かれるように形成することができ、それにより、障害物からの迂回または回避
は、操縦者がどのような操縦を手動選択したかには係わりなく、いずれの場合も自動的に
行われる。
【００２９】
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　しかし別法として、制御装置は、作動子が少なくとも１つの力センサによって検出され
た力に依存して自動的に制御されるように形成することも可能である。このようにして、
制御装置は、押し込み作業での完全自動操縦を達成させることができる。つまり、機器の
押し込みでは、操縦者が機器シャフトの正しい操縦法に留意する必要もなく、機器を予め
決められた通過孔に、例えば体腔に通すことができる。制御装置は、自明なように、説明
した完全自動モードまたは前記半手動モードの２モードを選択実施できるように形成する
ことが可能である。
【００３０】
　制御装置は、予め定めた限界値を越える押圧力が力センサで検出された場合にシャフト
が作動子の制御により、検出された力とは反対方向へ転向するように形成されているのが
特に好ましい。転向が特定の限界値を越えて初めてなされるということは、機器を押し込
んだ際に摩擦によって発生する僅かな抵抗は無視できて、実際に障害物と想定し得るよう
な力だけを考慮の対象にするという意味である。既述したように、シャフトの遠位末端に
、発生した力を方向別に検出する複数の力センサを配置するのが好ましい。そうすれば、
制御装置では、力を方向別に検出することにより、シャフトが発生した力の反対方向へ転
向するように作動子を制御することが可能になる。すなわち、力センサが、例えば機器正
面縁の０°のポジションで障害物を検出すれば、制御装置による作動子の作動によってシ
ャフトは、好ましくは１８０°方向転換する。
【００３１】
　制御装置は、予め定めた限界値を越える押圧力が複数の力センサにより検出されたとき
に、軸方向でのシャフトの押し込みが停止されるか、および信号が発せられるかの少なく
とも一方であるように形成されていればさらに好ましい。複数の力センサでの検出確認に
より、機器正面に対し軸方向に作用する力の存在が推定される。この場合機器は障害物に
対して鈍い感じで衝突する。例えば袋小路の場合など、そのような鈍い調子の衝突に対し
てはもはや自動転向は行い得ない。その場合には制御装置は操縦者に警告信号を発するこ
とになっているので、操縦者は機器の押し込みを停止することができる。自動操作方式で
はそのような場合自動的に停止することも可能である。警告信号は、例えば視覚、触覚ま
たは音響方式にすることもできる。
【００３２】
　また別の好ましい実施形態の１つによれば、制御装置によって作動する複数の作動子が
シャフトの軸長全体に分布するように互いに独立した状態で配置されている。この形態に
より、軸方向でのシャフトの可動性を拡大させることが可能である。その場合、作動子が
独立制御可能であることから、シャフトを様々な軸領域で様々な方向に転向することがで
きる。シャフトは、そのように蛇行線を描くように移動させることができる。したがって
、シャフトを何回も曲がりくねった管に通すことも可能になる。
【００３３】
　その場合制御装置は、シャフトの押し込み時には、シャフトが遠位に配置された作動子
の誘導する転向に従って動くように近位配置作動子を制御するように構成されているのが
特に好ましい。すなわち、押し込んだ際に、遠位作動子の屈曲がシャフトの前進移動に比
例して近位方向の作動子に伝達されるように近位配置作動子が操作される。そのようにし
て、前進操作の際にはシャフトを管の屈曲進路にそぐわせることができる。特に、何回も
屈曲する蛇行線の管進路に対してもそぐわせることができる。逆方向に、機器を管路から
引き出す場合には制御装置は遥かに遠位に置かれた作動子に対して、それが屈曲部を通り
抜けるように制御する。そのような制御は、好ましくは自動的に行う。
【００３４】
　上記に加えて、自動押し込み装置および制御装置の少なくとも一方と共同作用する押し
込み検出のための検出装置を備えるのも好ましい。すなわち、手動押し込みの場合検出装
置によれば、移動行程が検出され、制御装置に入力量として送り込まれるので、制御装置
は、軸方向の動きでは機器シャフトが屈曲管路に沿って進行するように作動子を制御する
ことができる。代替法として押し込み全体を自動制御することもできる。すなわち、その



(9) JP 2010-69298 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

場合では制御装置が駆動装置を通じて押し込み作用にも係わっている。しかし、その目的
には、操縦者が望みどおりの押し込み量を選択し得るように入力ツールまたは操作素子を
備え付けることもできる。すなわち、この場合では操縦者が直接機械的に押し込み移動を
誘導するのではなく、それは中間接続された制御装置を通じて間接的に行われる。この実
施形態は、上述のように、シャフトの遠位末端で鈍い感じの衝突があった場合に制御装置
が押し込みを自動的に停止させ得るという長所を持っている。
【００３５】
　力センサは、シャフトの遠位末端の構成素材である合成物質材に埋め込まれているのが
好ましい。力センサは、そのように、遠位末端に、特に内視鏡ヘッドに統合することがで
きる。それによって、１つには製造が簡易化される。また１つには、センサの所要空間が
非常に狭い範囲に抑えられるので、シャフト内腔の利用可能空間が実質上侵害されず、好
ましいことに、シャフトの遠位正面全体が遠位インタフェース用として、すなわちシャフ
ト管路の末端開口部、光学素子または照明装置用として提供される。力センサは合成物質
材の中に鋳込まれているのが好ましい。その場合合成物質材自体が力センサの一部を構成
することができる。例えば、電極は互いに間隔を置いて合成物質材の中へ鋳込むことがで
きる。力が作用すれば電極間の合成物質材は変形し、それによって電気抵抗または電極間
容量が変化するが、それは検出可能である。機械的特性、特に弾性率が分かれば、作用力
を推定することができる。このようにして、力センサは合成物質材の中で非常に簡易に形
成することができる。
【００３６】
　同様の方法で、内視鏡ヘッドのシャフトの転向または屈曲も検出することができる。そ
れは、２つの電極間の電気活性ポリマーの変形によって変化する電気抵抗に基づくが、そ
の検出は電極間で直接行うことができる。すなわち、この場合ではシャフトの壁または内
視鏡ヘッドの壁にセンサを追加設置する必要はなく、ただ、作動子の作動に使用される電
極と電極との間の抵抗を検出することだけが必要である。
【００３７】
　本発明に基づく内視鏡機器は、電極と接続してシャフトの変形または転向を制御する電
気制御装置を有しているのが目的に適っている。すなわち、制御装置は、シャフトまたは
内視鏡ヘッドの動きまたは転向が望みどおりの方向になることを保証するために、必要な
電極に対して電圧をかける。半手動操作では、その場合転向方向は機器操縦者が適当な操
作素子により追加設定することができる。
【００３８】
　本発明は、前記様式で形成されている内視鏡機器の制御のための特別な方法を可能にす
る。その方法によれば、装置を手掛かりに既に上で述べたとおり、機器の押し込みの際に
はシャフトの遠位末端に作用する力が検出され、検出された力に依存して可動シャフトの
転向が誘起される。このように力の感知を通じて障害物を認識することができ、シャフト
の然るべき転向によりそれを回避することができる。この点に関しては上記の説明が参考
になる。
【００３９】
　既述のとおり、シャフトの転向はそれぞれ、検出された力から逸れた１方向に向けて行
うのが特に好ましい。シャフト遠位正面の縁領域または部分領域だけで妨げとなる障害物
は、このようにして回避される。
【００４０】
　軸方向で遠位末端に作用する力が検出された場合、機器の押し込みが停止され、および
／または機器操縦者が押し込みを停止させることができるように警告信号が発せられるの
が好ましい。
【００４１】
　方法の詳しい実施形態については装置に関する上記説明が参考になり、その説明内容か
ら方法に関する対応の特徴も明かになる。
　以下では、添付の図面をモデル例として、それに基づいて本発明を説明する。図面は次
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のとおりである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に基づく医療機器の全体概略図である。
【図２】屈曲した内視鏡ヘッドの概略図である。
【図３】図１および図２に描かれた内視鏡ヘッドにおける動き自由度の概略図である。
【図４】図１～図３に描かれた内視鏡ヘッドにおける作動子の配置概略図である。
【図５】内視鏡ヘッド遠位末端の上面図である。
【図６】図５のラインVI－VIに沿った切断図である。
【図７】図５のラインVII－VIIに沿った切断図である。
【図８】作動子に対する第１の電極配置例の概略図である。
【図９】作動子に対する第２の電極配置例の概略図である。
【図１０】本発明に基づく機器に使用される制御装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　図１が示すように、モデル例として描かれた機器は近位末端にグリップ２が配置され、
そこからシャフト４が遠位方向に伸びている。シャフト４は、可撓性に形成された近位第
１区分域６を有している。シャフト区分域６の遠位末端にはアクティブな可動性を持つ内
視鏡ヘッド８が接続されており、その遠位末端は内視鏡の遠位先端１０を形成している。
近位側はグリップ２から接続ケーブル１２が伸びていて、それは、機器を制御器および必
要に応じて光源とも接続させることができる接続プラグ１４で終わっている。グリップに
は操作素子１６が付いていて、それを通じて、内視鏡ヘッド８における内視鏡先端の転向
が調整できるようになっている。
【００４４】
　図１から認められるように、内視鏡ヘッド８は非常にフレキシブルに屈曲または転向さ
せることができる。それには、以下に説明するように、内視鏡ヘッド８の内部に作動子が
配置されていて、それが転向を司っている。内視鏡ヘッド８は内視鏡に蛇行状の動きを可
能にするが、それについては図２を手掛かりに詳しく説明する。
【００４５】
　図２は、例えば蛇行状体腔など蛇行状の管路１８内の内視鏡ヘッド８を示している。導
入には、内視鏡ヘッド８の遠位末端、すなわち内視鏡先端１０を矢印Ａの方向に管路１８
内へ押し込む。第１屈曲では、内視鏡先端１０の近位側に接続する第１区分域２０は、第
１屈曲１９を通り抜けることができるように屈曲または湾曲する。矢印Ａの方向にさらに
押し進めると、区分域２０は、続くカーブを通り抜けれることができるようにその都度然
るべき方向に誘導されるか、あるいは曲げられる。区分域２０の近位側で接続する内視鏡
ヘッド８の区分域２１～３０も同様に屈曲可能である。なお、区分域２１～３０はさらに
押し進めていった場合常に第１区分域２０の動きに追従するように屈曲するので、内視鏡
ヘッド８は管路１８内を蛇行状に動くことができる。その場合、区分域２０～３０の方向
切換は区分域に配置された作動子によりアクティブに行われる。それにより、管路１８の
壁面での押圧力が一段と低下するので摩擦が少なくなり有利である。そのように、全体と
して機器の押し込みを容易化することができるので、損傷の危険が減少する。区分域２１
～３０の転向操作は制御装置３２（図１０参照）の指令に従って行われるのが好ましい。
制御装置はＡ方向での押し出し状況に依存して区分域２１～３０の転向を自動的に制御す
るので、これらの領域は第１区分域２０の動きに追従して動き、全体としては示されたと
おりの蛇行運動を呈している。
【００４６】
　図３は、内視鏡ヘッド８がどのようにして、縦軸Ｘを基準に実質上すべての任意放射方
向に屈曲または転向し得るかを概略図により図解している。屈曲は各方向においてそれぞ
れ約２７０°まで可能なので、内視鏡の先端１０はそれぞれシャフト４の縦軸Ｘに対して
放射方向に向いている。図３は内視鏡ヘッド８の可能な最大屈曲および可能な転向方向を
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示している。
【００４７】
　内視鏡ヘッド８の転向は内視鏡ヘッド８に配置された作動子によって可能になる。これ
について、図４～図９を基に詳しく説明する。内視鏡ヘッド８は、複数の機能を一体化し
た統合構成体として形成されている。周囲壁３４および内視鏡先端１０の正面壁３６はポ
リマー材により一体として作られている。このポリマー材は電気活性ポリマー、すなわち
、負荷電圧に依存してその形態または大きさを変えるポリマーである。正面壁３６には機
器の遠位側インタフェースが統合されている。示された実施例では、それはカテーテル管
３８、光学系４０およびライトガイド４２、４４である。これらすべての管および素子は
内視鏡先端１０で終わっていて、そこでそれぞれの遠位インタフェースを有している。そ
の正面壁３６には画像センサ、ＬＥＤ光源などを遠位側インタフェースとして然るべき方
法で統合することができる。正面壁３６および周囲壁３４は内視鏡ヘッド８の機械的支持
構造を形成している。すなわち、周囲壁３４はこの領域では、同時に、その外面がシャフ
トと境をなすシャフト管を形成している。
【００４８】
　電気活性ポリマー内には電極４６および４８が埋め込まれている。電極４６は制御電極
を形成しているが、他方電極４８は参照電極である。相互間で距離を置いてポリマー３４
内に交互に配置されている電極４６と４８との間には電圧がかけられるが、それにより電
極４６と４８との間ではポリマーの大きさに変化が現われる。それによって、縦軸Ｘ方向
に長さ変化をもたらすことができる。電極４６および４８は、周囲壁３４の外周のそれぞ
れ異なった位置に配置された電極群の中に配置されているので、この長さ変化は周囲の個
別領域に配置された電極に然るべき電圧をかけることによって選択的に惹き起こすことが
できる。それにより、前記状況のような転向または屈曲が達成される。電極４６および４
８は制御線５０を通じて制御装置３２と接続している。制御線５０も同様に壁３４のポリ
マー内に埋め込まれていて、近位方向ではグリップ２まで伸びており、そこからさらに制
御装置３２と通電結合している。
【００４９】
　電極４６および４８が直接周囲壁３４に配置されていることによって、電極４６、４８
および電極間に存在するポリマー、すなわち壁３４の材料からなっている作動子は、機器
内で場所を取らず非常にコンパクトに配置させることができる。作動子のための追加の構
成空間は必要でなく、それは壁３４の中に統合させることができる。または壁自体が作動
子として機能する。それにより、管、ライトガイドなどのための内腔自由空間は非常に大
きく維持できる。その上、内視鏡ヘッドが一体として形成されていることから、機器の構
成も非常に簡易である。内視鏡先端１０は周囲壁３４と一緒に電気活性ポリマーからモー
ルドすることができる。その際同時に、作動子に必要な電極４６および４８がそれらの制
御線５０と共にポリマー内に鋳込まれる。すなわち、作動子および内視鏡先端１０のため
の追加組立が省かれる。
【００５０】
　個々の電極４６、４８間の間隔は非常に狭いので、個々の電極４６、４８間で達成でき
る長さ変化も非常に小さい。この理由から複数の電極が電極群にまとめられる。その場合
１電極群の電極には、好ましくは共通の電圧がかけられるので、ポリマー内の各電極間そ
れぞれの長さ変化は、合わせれば全体として大きな長さ変化になる。この電極群は、図４
に概略図として示されているように、作動子領域５２を形成している。図４では電極は示
されておらず、ただ、電極が周囲壁３４に埋め込まれている領域（作動子領域５２）だけ
が示されている。その場合電極は、前記のとおり、好ましくは周囲壁内に鋳込まれるので
、ポリマー材から一体形成された周囲壁が得られる。
【００５１】
　作動子領域５２は、１つの方法として、複数の作動子領域５２が壁３４の周囲方向に分
布するように配置されている。すなわち、この方向では作動子領域５２は周囲の様々なポ
ジションに、好ましくは均等分布の状態で配置されている。それにより、図３の概略図に
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示されているように、特定方向への転向を達成することができる。どの作動子領域５２の
横断面に電圧をかけるかによって、シャフトがそれに応じた方向に転向する。図４に示さ
れた例では３つの作動子領域５２を周囲に分布させている。これら３つの作動子領域５２
だけを対象として選択的に電圧をかけるとすれば、転向は３つの放射方向にしか可能でな
い。しかし、２つの作動子領域５２に同時に電圧をかけることも可能であり、そうすれば
２つの作動子領域５２の間にある角度方向にも転向させることができる。さらには、個別
作動子領域５２の電極にかけられる電圧を変更することによって、電極間の形態変化、延
いては転向の程度を変えることも可能である。したがって、同一横断面にある２つの作動
子領域５２に異なった電圧を然るべき強さで選択してかければ、図３に示されているよう
に、転向は任意の方向に向けて行うことができる。
【００５２】
　上記に加え、作動子領域５２は軸方向にも相前後して配置されている。それによって軸
方向に、様々な転向が可能な区分域２０～３０が形成される。それにより、図２を手掛か
りに説明したように、機器の蛇行状屈曲移動が実現される。
【００５３】
　作動子領域５２での電極の配置可能性として第１の例が図８に示されている。図８は、
交互に配置された電極４６および４８によって形成される、周囲面の３つの作動子領域５
２を示している。図８に基づく実施例では櫛状の電極構造が選択されている。すなわち、
電極４６は軸方向の導体５４を起点として、周囲方向へそれぞれほぼ１／３円の全体に広
がっている。それに準じて、電極４８は軸方向の導体５６を起点として、同様に周囲方向
へそれぞれほぼ１／３円の全体に広がっている。その場合、電極４６および４８は軸方向
の導体５４および５６を起点として向い合う方向で伸びているので、電極４６は電極４８
の間の自由空間にはまり込み、逆に電極４８は電極４６の間の自由空間にはまり込む。作
動子領域５２の電極４６はすべて対応の軸方向導体５４と接続しているので、これらの電
極４６はすべてに共通するが、電極４８に対抗して電圧がかけられる。作動子領域５２の
電極４８は、それぞれ共通して軸方向の導体５６と接続している。軸方向の導体５４およ
び５６は、制御線５０として軸方向近位末端へと伸びている。
【００５４】
　図９は、可能な電極配置形態として第２の例を示している。図９の配置によれば、参照
電極４８’は、螺旋状またはネジ状の参照電極４８’として形成されている。この電極４
８’は一端では、近位方向で制御線５０を形成する軸方向の導体５６’と接続している。
図９に基づく実施形態の場合でも、周囲方向に分布配置された３つの作動子領域５２が設
けられ、それらはそれぞれほぼ１／３円の全体に及んでいる。制御電極４６’はそれぞれ
セグメント状に形成されていて、同様にほぼ１／３円の全体に及んでいる。その場合、各
作動子領域５２には多数の湾曲状制御電極４６’が、周回する参照電極４８’の螺旋路間
の自由空間にはまり込むように互いに距離を置いて配置されている。湾曲状の制御電極４
６’は、軸方向の導体５４’を起点として外側へ帯状に膨れている。そのように、３グル
ープの制御電極４６’を創設し、それぞれ軸方向の導体５４’の１つを通じて、参照電極
４８’に対比して電圧をかけることができる。このような方法で、互いに独立して作動す
ることのできる作動子領域５２が設けられる。軸方向の導体５４’は近位方向では制御線
５０として先に伸びている。図９に基づく実施例では、そこに示された電極配置は図６、
図７および図８と同様内視鏡ヘッド８の周囲壁３４の中に鋳込まれた状態であるのが分か
る。電極４６’、４８’が周囲壁３４の中に鋳込まれている場合、電極４６’、４８’間
には、誘電体を生成し、電極４６’、４８’間に電圧をかけた状態ではＸ軸方向でのその
大きさを変化させる電気活性ポリマー材が存在する。
【００５５】
　内視鏡先端１０には、図７に示されているように、複数の周囲ポジションに力センサ５
８が配置されている。力センサ５８はそれぞれ、壁３４、３６のポリマー材の中に埋め込
まれ、互いに距離を置いて配置された２つの電極６０および６２から形成されている。電
極６０および６２は、機器の近位末端にまで伸び、そこで接続ケーブル１２を通じて制御
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装置３２と接続している制御線５０と軸方向で接続している。力センサ５８は、ポリマー
材の変形時には電極６０、６２間ではポリマー材がその容量および／またはその電気抵抗
を変えるように、さらにそれが電極６０および６２によって検出できるように作動する。
そのため、電極６０および６２は制御線５０を通じて、電極６０、６２間の抵抗または容
量を検出する制御装置３２と接続している。したがって壁３４および３６を構成するポリ
マーの弾性率が既知であれば、検出された容量または電気抵抗に基づいて作用力を推定す
ることができる。電極６０および６２を縦軸Ｘおよび内視鏡先端１０の正面のほうへ傾斜
させて配置することによって（本例ではその角度４５°）、力センサ５８により、軸方向
の成分と放射方向の成分とからなる力を検出することができる。しかも、力センサ５８は
内視鏡先端１０の周囲全体に複数個分布させて配置されている。したがって、個々の力セ
ンサ５８の信号を選択評価することにより、内視鏡先端１０にはどの周囲領域で力が及ん
でいるのか、制御装置３２により知ることができる。そのような力は、特に押し込みの際
に内視鏡先端１０が障害物に衝突した時に生成される。
【００５６】
　障害物が１つの周囲領域にしか存在しない場合は、内視鏡ヘッド８を、当初はその領域
２０（図２参照）を転向させることによってこの障害物から内視鏡を回避させることがで
きる。そのため、制御装置３２は、内視鏡先端１０が障害物に衝突した場合には自動的転
向を可能にするように形成されている。その場合制御装置３２は、力センサ５８のうちの
どれが高められた力の信号を発しているかに基づき、障害物がどの周囲領域に存在するか
を検出する。続いて、当該作動子領域５２の電極４６および４８に、検出された力の１つ
から逸れた、またはその力とは反対の放射方向へ内視鏡ヘッド８を転向させる誘因となる
電圧がかけられる。このようにして、内視鏡先端１０は障害物から逃れる放射方向へ舵を
切られ、または曲げられるので、内視鏡ヘッド８をさらに押し進めた際には内視鏡先端１
０は障害物を回避して進むことが可能である。
【００５７】
　その場合目的に沿うように、力センサ５８においては力が連続的に観察され、制御装置
３２により対応の作動子または電極４６、４８の迂回制御が行われるので、全体としては
、図２を手掛かりとして説明した内視鏡ヘッド８の蛇行状動きを達成することができる。
【００５８】
　力センサ５８の幾つかまたはすべてが高められた力の信号を発せば、そのことより、正
面で軸方向Ｘに作用する力の存在が推定される。これは正面での障害物との衝突を意味し
ている。そのような場合、障害物を通り過ごすためには内視鏡ヘッド８をどの方向に転向
させるべきなのかは、制御装置３２から直ちに認識することはできない。この場合では、
制御装置３２からアラーム装置６４を通じて操縦者に障害物を知らせるための警告信号を
発することができる。アラーム装置６４は、光学表示器、音響効果表示器として、または
音響報知器として、あるいはまた触覚報知器として形成することができる。触覚報知は、
例えばグリップなどのバイブレーションで行うことができる。さらに、制御装置３２に押
し込みを自動的に制御させることも可能である。それによれば、正面で衝突が起きた場合
には押し込みを停止させることができる。
【００５９】
　図２を手掛かりに説明した蛇行運動を生成するためには、制御装置３２は、さらに、進
んできた押し込み経路についての情報も保有していなければならない。それには、押し込
み履歴の検出用に検出装置６６を備えることができる。これは、例えば定められた１つの
点に配置され、その点を基準としてシャフト４の軸方向相対移動を検出する。電極４６、
４６’と４８、４８’との間に存在するポリマーの膨張または圧縮に依存してポリマーの
電気抵抗が変化するが、それは電極４６、４６’および４８、４８’を通じて検出可能で
ある。
【符号の説明】
【００６０】
２　グリップ
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４　シャフト
６　シャフト区分域
８　内視鏡ヘッド
１０　内視鏡先端
１２　接続ケーブル
１４　接続プラグ
１６　操作素子
１８　管路
１９　屈曲部
２０～３０　内視鏡ヘッドの区分域
３２　制御装置
３４　周囲壁
３６　正面側の壁
３８　カテーテル挿入腔
４０　光学系
４２　ライトガイド
４４　ライトガイド
４６、４６’、４８、４８’　電極
５０　制御線
５２　作動子領域
５４、５４’、５６、５６’　軸方向導体
５８　力センサ
６０、６２　電極
６４　アラーム装置
６６　検出装置
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